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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホログラムとしてシーンを再構成する方法であって、
　前記シーンは、ソフトウェア手段によって平行なセクション層により物点に分割され、
　前記物点は、システム制御器手段により、前記セクション層内に規定される格子に従っ
て選択され、物点のグループを形成するように組み合わされ、
　計算機生成ホログラム（ＣＧＨ）は、物点のグループ毎に計算され、光源手段により放
射されるコヒーレント光により照明される光変調器手段上で符号化され、
　再構成手段は、物点のグループの各ＣＧＨから前記物点を再構成したものを生成し、個
々の前記ＣＧＨを加算することにより前記生成された物点を再構成したものをインコヒー
レントに重畳し、それにより前記シーンを単一のホログラムとして再構成したものが観察
者の眼の位置の平面において可視になり、
　前記システム制御器手段は、前記物点のデータ記録を格納する格納手段を備え、
　前記システム制御器手段は、前記格子に従い前記セクション層内の物点を選択すること
と、前記シーンを再構成したものの可視解像度に基づいて物点のグループを形成するよう
に物点を組み合わせることとの双方を実行し、
　前記システム制御器手段は、
　－前記眼の位置から様々な距離に前記セクション層を生成し、前記物点が互いに近接し
て位置するため、該物点の相互距離がそのセクション層について前記シーンを再構成した
ものの前記可視解像度よりも小さくなるように、格子を各セクション層の内部に規定し、
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　－相互距離が前記シーンを再構成したものの前記可視解像度より大きい前記各セクショ
ン層の物点を組み合わせて物点のグループを形成し、前記可視解像度及び前記物点の複素
値を特徴付ける前記グループの前記物点間の横方向距離を含む前記データ記録から前記物
点のグループの前記ＣＧＨを計算する
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記システム制御器手段内の計算ユニットは、
　実際の前記眼の位置から前記シーンの前記各セクション層までの距離と、観察者の実際
の眼の瞳孔の直径とに基づいて、該眼の分解能力よりも大きく、前記セクション層内の前
記物点のピッチを決定する基になる、前記各セクション層での物点密度を計算することを
特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　個々の前記物点を再構成したものをインコヒーレントに重畳する処理は順次実行され、
これにより、前記観察者の眼は、前記個々の物点を再構成したものの強度の和にわたり前
記物点を再構成したものの前記強度を時間的に平均化することを特徴とする請求項１に記
載の方法。
【請求項４】
　個々の前記物点を再構成したものをインコヒーレントに重畳する処理は同時に実行され
、
　複数の光変調器及び複数の再構成手段は、複数の前記物点を再構成したものを同時に生
成し、前記観察者の眼の位置においてそれらをインコヒーレントに重畳する
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記シーンを再構成したものの前記可視解像度は、前記光変調器手段の分解能に適応さ
れることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ホログラムとしてカラーシーンを再構成する方法であって、
　前記カラーシーンは、前記システム制御器手段内のソフトウェア手段により異なる色成
分に分割され、
　前記カラーシーンの再構成は、光の波長が異なる少なくとも２つの単色再構成から構成
され、
　物点への前記シーンの分割と、物点のグループを形成するための前記物点の組み合わせ
と、単色ＣＧＨの計算とが、色成分毎に別個に実行される
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　３原色の波長毎に異なる格子ピッチが規定され、異なる最小距離が前記物点の前記デー
タ記録において前記システム制御器手段内の計算ユニットにより前記物点のグループに対
して規定されるか、または、
　同一の格子ピッチが３原色の波長毎に規定され、同一の最小距離が前記物点の前記デー
タ記録において前記計算ユニットにより前記物点のグループに対して規定される
ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記３原色の前記波長に対して前記物点がそれ以上別個の点として分解されえないよう
に、前記計算ユニットは、前記シーンの前記物点のピッチを規定することを特徴とする請
求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記３原色の前記波長に対して前記物点が別個の点として分解されうるように、前記計
算ユニットは、物点のグループ内の前記物点の前記距離を規定することを特徴とする請求
項７に記載の方法。
【請求項１０】
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　前記分割されたシーンの各物点は、前記物点のグループのうちの１つに対して一度だけ
選択されることを特徴とする請求項１又は６に記載の方法。
【請求項１１】
　前記シーンを再構成したものの前記可視解像度は、前記再構成手段の結像特性に適応さ
れることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記再構成手段の前記結像特性は、シミュレーションによるか又は測定曲線に基づいて
求められることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記物点のグループは、前記光変調器手段上で１次元又は２次元のいずれかに符号化さ
れることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　ホログラムとしてシーンを再構成する装置であって、
　光源手段により放射されるコヒーレント光を用いて照明され、前記シーンの物点のグル
ープの計算機生成ホログラム（ＣＧＨ）が符号化される光変調器手段と、
　物点のグループの各ＣＧＨから前記物点を再構成したものを生成し、個々の前記ＣＧＨ
を加算することにより前記生成された物点を再構成したものをインコヒーレントに重畳し
、前記シーンを単一のホログラムとして再構成したものを観察者の眼の位置の平面におい
て可視にする再構成手段と、
　セクション層により、当該セクション層内の規定の格子に従って選択され、物点のグル
ープを形成するために組み合わされる物点に前記シーンを分割し、前記物点のデータ記録
を格納するための格納手段を具備するシステム制御器手段と
を備え、
　前記システム制御器手段は、
　－前記物点が互いに近接するため、それらの相互距離が前記各セクション層に対する前
記シーンを再構成したものの可視解像度より小さい格子を常に用いて、前記眼の位置から
様々な距離に前記セクション層を生成し、
　－物点のグループを形成するために、相互距離が前記シーンを再構成したものの前記可
視解像度より大きい前記各セクション層のそれら物点を組み合わせ、前記可視解像度及び
前記物点の複素値を特徴付けるそのグループの前記物点間の横方向距離を含む前記データ
記録から各物点のグループの前記ＣＧＨを計算するように更に設計される
ことを特徴とする装置。
【請求項１５】
　少なくとも１人の観察者の実際の眼の位置に関する情報と、その観察者の眼の瞳孔の実
際の大きさに関する情報と、を検出する位置ファインダを備えることを特徴とする請求項
１４に記載の装置。
【請求項１６】
　再構成される前記シーンの実際の輝度値又は再構成空間内の周辺光の実際の輝度値を検
出するセンサを具備する位置ファインダを備え、前記輝度値は前記眼の瞳孔の実際の直径
を判定するために使用されることを特徴とする請求項１４に記載の装置。
【請求項１７】
　請求項１から１３のいずれか１項に記載の方法を実行するホログラムとしてシーンを再
構成する装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多くの物体を含む３次元シーンのホログラフィック再構成を生成する装置に
関する。シーンのホログラムを計算し且つ符号化できるようにするために、シーンは個々
の物点に分割され、それらは、光変調器手段において計算機生成ホログラム（ＣＧＨ）の
形態で表現される物点のグループを形成するように組み合わされる。個々の再構成は、コ
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ヒーレント光及び再構成手段を使用して物点のグループ毎に生成され且つ重畳され、それ
により観察者は、眼の位置から時間的に平均化されスペックルパターンが減少したシーン
を見る。更に本発明は、スペックルパターンが減少されるようにシーンのホログラフィッ
ク再構成を生成する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、３次元シーンの複素波面がコヒーレントなレーザ光を用いるホログラフィを
使用してリアルタイム又はほぼリアルタイムに記録及び再構成されるようにする装置に関
連して適用可能である。その場合、再構成は観察者ウィンドウとも呼ばれる可視領域から
見られる。制御可能な素子を有する光変調器手段は、シーンの複素値を用いて入射するコ
ヒーレント光の波面を変調するために設けられる。
【０００３】
　新規な方法が適用可能であるホログラフィックディスプレイの特定の種類は、例えば特
許文献１、特許文献２又は特許文献３等の本出願人により出願された先行文献から周知で
ある。それらにおいて、ホログラム計算は以下に基づいて実行される。符号化及びホログ
ラフィック再構成のために、３次元シーンは、各々がシーンの多くの物点を含むセクショ
ン層にスライスされる。物点は表面及び全ての表面の和として３次元シーンの双方の特徴
を表す。それらは、光変調器手段の複数の制御可能な素子に複素値として書き込まれる（
又はそのような素子において符号化される）ため、各物点は光変調器手段上で別個の領域
を形成する。そのような別個の領域は、この物点のサブホログラムと呼ばれる。サブホロ
グラムは、焦点においてこの１つの物点を再構成するホログラフィックに符号化されたレ
ンズ関数におおよそ対応する。複素値の絶対値、すなわち振幅はサブホログラム全体にわ
たりほぼ一定であり、その大きさは物点から画面までの軸方向距離及び物点の強度に依存
する。サブホログラムにおける複素値の位相分布は、焦点距離が物点から光変調器手段又
は画面までの軸方向距離に依存するレンズの関数におおよそ対応する。コヒーレント光が
光変調器を通過する際、サブホログラムの制御可能な素子に書き込まれる複素値は光の振
幅及び／又は位相を変更する。物点は変調光により再構成可能である。サブホログラムの
外側では、この物点は光変調器手段において値「０」を有する。シーンの全符号化ホログ
ラムは個々のサブホログラムの複素値を加算することにより生成される。
【０００４】
　シーンのホログラフィック再構成は、再構成手段により可視領域と光変調器手段との間
に広がる再構成空間内に生成される。シーンの符号化ホログラムにより放射される波面は
可視領域において重畳されるため、再構成された物点は眼の位置から可視領域内に見える
。再構成は重畳波面に基づいて生成され、シーンの個々の透視図は、時分割多重処理又は
空間分割多重処理において観察者の各眼に対して生成される。この場合、その透視図の視
差は異なるが、脳により単一のホログラフィック３Ｄ表現として知覚される。
【０００５】
　３次元シーンの再構成を観察する場合、観察者は、シーンのホログラムが直接符号化さ
れ且つ画面として使用される光変調器手段を見ることができる。これは直視構成と呼ばれ
る。あるいは、観察者は、画像又は光変調器手段上で符号化されるホログラム値の変換の
いずれかが投影される画面を見ることができる。これは投影器構成と呼ばれる。観察者の
眼の位置は、位置ファインダにより周知の態様で検出される。この位置ファインダは、ソ
フトウェア手段により格納手段及び計算ユニットと結合され且つシステム制御器手段と結
合される。また、格納手段は、ルックアップテーブルの形態のデータ記録において、ＣＧ
Ｈを計算するために必要な物点の情報を提供する。
【０００６】
　光変調器手段が離散的な記録のみを可能とするため、シーンの物点はホログラム計算の
ために離散的に走査される。ある特定の符号化方法は、走査点の位置において走査シーン
と完全に一致する再構成の生成を可能にする。しかし、物理的再構成の結果、再構成され
た強度の勾配は走査点間においても連続する。これらの位置において、シーン内の強度勾
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配からのずれが示される。これにより再構成においてスペックルパターンが発生し、従っ
て、ホログラフィック表現の品質が低下する。これは、ホログラムが物点のランダム位相
を用いて計算される場合に特に当てはまる。一般に、スペックルパターンは、統計的に不
規則に分散された位相差を有する複数の光波の干渉によりランダムに分散された強度極小
及び強度極大を有する空間構造として形成される粒状の干渉パターンとして説明可能であ
る。これらスペックルパターンは再構成シーンの知覚品質を実質的に低下させる。
【０００７】
　一般に、スペックルパターンは３次元シーンの再構成中の時間的平均化及び／又は空間
的平均化により減少可能である。観察者の眼は眼に対して提示される複数の再構成を常に
平均化する。この場合、これら再構成の各々は異なるスペックルパターンを有する。シー
ンの物点が異なるランダム位相を示す場合、スペックルパターンは、例えばランダムであ
り且つ異なる。平均化の影響により、観察者は最小限にされたスペックルパターンを知覚
する。スペックルパターンを減少するための時間的平均化は、例えば非特許文献１におい
て説明されている。シーンの異なるホログラムは順次計算及び表示される。この場合、シ
ーンの個々の物点は変動する相対位相差を用いて重畳される。従って、眼は、干渉の影響
、すなわちスペックルパターンを時間的に平均化する。しかし、各ホログラムが常に全て
の物点に対して計算されるため、この方法を用いて複数のホログラムを計算する必要性に
より生じるより大きな計算負荷を受け入れる必要がある。これは、再構成シーンのリアル
タイム表現における実質的な欠点である。更に、スイッチング時間がより短い安価な光変
調器手段がホログラフィック表現のために必要とされる。そのような装置はまだ市販され
ていない。
【０００８】
　更に、ホログラフィックディプレイにおいてシーンを再構成する場合、人間の眼の分解
能力を考慮する必要がある。シーン内の平面が観察者により個々の点の集合としてではな
く連続平面として知覚されることを保証するために、シーンを物点に数学的に分割する場
合、この平面又はセクション層において隣接する物点間の臨界距離を超えてはならない。
しかし、互いに近接した物点間で発生する干渉は特に、除去する必要のあるスペックルパ
ターンに大いに寄与する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】欧州特許第１，５６３，３４６ Ａ２号公報
【特許文献２】独国特許出願公開第１０ ２００４ ０６３ ８３８ Ａ１号公報
【特許文献３】独国特許出願公開第１０ ２００５ ０２３ ７４３ Ａ１号公報
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】Donghyun Kim，「Reduction of coherent artifacts in dynamic holog
raphic three-dimensional displays by diffraction-specific pseudorandom diffusion
」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、計算負荷を増加することなくシーンのホログラフィック再構成におけ
るスペックルパターンの発生が広く抑制されるように、シーンの計算機生成ホログラム（
ＣＧＨ）を計算及び符号化する処理を設計することである。同時に、対応して設計された
ホログラフィック再構成装置において、シーンのホログラフィック表現は一般に高品質で
可視となる。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明と関連して使用される３次元シーンのホログラム計算及びホログラフィック再構
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成の一般的な方法は、従来技術において説明される。これは、シーンが物体から構成され
、従って物点から構成されることに基づく。シーンを再構成するために種々の手段が提供
される。この手段は、システム制御器手段に一体化されるか又はシステム制御器手段と対
話する。それらは、物点が選択され且つ物点のグループを形成するために組み合わされる
ことを可能にし、それにより、物点のグループは計算され且つ個々のＣＧＨとして表現さ
れる。種々の手段の対話により、物点のグループの個々の再構成の光波面の重畳が達成さ
れるため、観察者は眼の位置においてシーンの合成再構成を見る。
【００１３】
　この原理に基づいて、目的は、格子に従うセクション層内の物点の選択及び物点のグル
ープを形成するための物点の組み合わせの双方がシーンの再構成の可視解像度に依存して
システム制御器手段により実行される装置を使用して本発明に従って解決される。システ
ム制御器手段によるシーンの再構成の可視解像度への適応を達成するために、
　－各セクション層において、格子は、セクション層内の隣接する物点が観察者により別
個の点として分解されないピッチを用いて物点に対して規定され、
　－観察者により別個の点として分解可能な各セクション層の物点は、物点のグループを
形成するために組み合わされる。
【００１４】
　上記を実行するために、スライスされたシーンの各物点が再構成のために選択される。
従って、各物点を物点のグループに一度だけ割り当てること、並びにその結果、計算及び
符号化する必要のある物点のグループのホログラムを減少することが達成されるのが好ま
しい。スペックルパターンの発生の減少に加えて、一般に計算時間が短縮される。
【００１５】
　本発明によると、シーンの再構成の可視解像度を人間の眼の分解能力に適応させること
が提案される。眼の分解能力は、エアリー関数2*j1(r-r0)/(r-r0)により示される。式中
、r0＝(x0,y0)は物点の座標であり、r-r0はセクション層におけるこの座標までの距離で
あり、j1はベッセル関数である。エアリー関数を実現できるようにするために、装置は、
少なくとも１人の観察者の実際の眼の位置に関する情報及びその観察者の眼の瞳孔の実際
の大きさに関する情報を検出する位置ファインダを備える。更に装置は、実際の眼の位置
からシーンの各セクション層までの距離及び観察者の実際の眼の瞳孔の直径に基づいて、
各セクション層における物点のピッチを判定するためにシステム制御器手段により使用さ
れる物点密度を計算する計算ユニットを備える。
【００１６】
　あるいは、実際の瞳孔の直径は輝度値に基づいて求められ、その場合、位置ファインダ
は、再構成シーンの実際の輝度値又は再構成空間内の周辺光の実際の輝度値を検出するセ
ンサを備える。
【００１７】
　本発明によると、シーンの再構成の可視解像度は、再構成手段の結像特性に更に適応可
能である。この目的のため、シミュレーションによるか又は測定曲線に基づいて再構成手
段の結像特性を求めることが提案される。この点において、異なるセクション層への光源
の結像に対する点広がり関数は、適切な光学ソフトウェアを用いて算出されるか又は実験
的に求められる再構成手段と光変調器手段上で符号化されるレンズとの組み合わせを使用
して判定可能である。特に、可視解像度を特徴付ける物点間の横方向距離は、シミュレー
ション又は測定曲線から取得され、格納手段内の各データ記録に格納される。システム制
御器手段が、観察者の実際の眼の位置及び再構成手段の分解能の双方に依存してセクショ
ン層内の物点を選択し、物点のグループを形成するためにそれらを組み合わせることが更
に実行される。
【００１８】
　本発明に係る装置は、システム制御器手段が光変調器手段上でＣＧＨを符号化する処理
と、その後シーンの物点のグループを再構成する処理とを制御するように更に設計される
。このために、物点のグループは光変調器手段上で２次元に符号化される。しかし、物点
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のグループは光変調器手段上で１次元に符号化されてもよい。
【００１９】
　本発明の目的は、ホログラムとしてシーンを再構成する方法によっても解決される。こ
の場合、前記方法の処理ステップは、主に装置の上述の手段を用いて実行される。方法は
、システム制御器手段が格子に従うセクション層内の物点の選択及びシーンの再構成の可
視解像度に依存して物点のグループを形成するための物点の組み合わせの双方を実行する
ことを特徴とする。このために、システム制御器手段は、
　－各セクション層において、セクション層内の隣接する物点が観察者により別個の点と
して分解されないピッチを用いて物点に対する格子を規定し、
　－物点のグループを形成するために、観察者により別個の点として分解可能な各セクシ
ョン層の物点を組み合わせる。
【００２０】
　個々の再構成のインコヒーレントな重畳の処理ステップが順次実行可能であるため、観
察者の眼は、個々の再構成の強度の和にわたり再構成の強度を時間的に平均化する。しか
し、個々の再構成のインコヒーレントな重畳を同時に実行することも可能である。このた
めに、光変調器手段は、ＣＧＨが同時に符号化される複数の光変調器を具備する。これら
のＣＧＨに基づいて、相互に異なるスペックルパターン及び光波面を有する複数の個々の
再構成は、同時に生成され且つ対応する数の再構成手段を用いて観察者の眼の位置におい
て重畳される。
【００２１】
　更に、シーンの再構成の可視解像度は光変調器手段の分解能に適応可能である。
【００２２】
　本発明の一実施形態において、ホログラムとしてカラーシーンを再構成する方法が説明
される。方法において、カラーシーンは、システム制御器手段内のソフトウェア手段によ
り異なる色成分に分割され、シーンのカラー再構成は、光の異なる波長の少なくとも２つ
の異なる単色再構成から構成され、物点へのシーンの分割、物点のグループを形成するた
めの物点の組み合わせ及び単色ＣＧＨの計算は、色成分毎に別個に実行される。
【００２３】
　方法の一実施形態において、３原色が使用される場合、異なるピッチが３原色の波長毎
に規定され、異なる最小距離がセクション層内の格子に対する物点のデータ記録において
計算ユニットにより物点のグループに対して規定される。意味のある別の処理ステップに
おいて、同一の格子ピッチが３原色の波長毎に規定され、同一の最小距離が物点のデータ
記録において計算ユニットにより物点のグループに対して規定される。
【００２４】
　シーンのカラー再構成に対する別の処理ステップにおいて、シーンの物点のピッチは計
算ユニットにより小さく規定されるため、３原色の波長に対して、物点はそれ以上別個の
点として分解されない。更に、満たされるべき第２の基準を形成する物点のグループ内の
物点間の最小距離は計算ユニットにより大きく規定されるため、３原色の波長に対して、
物点は別個の点として分解される。
【００２５】
　上述の機能を特徴とするホログラフィック再構成装置においてシーンの計算機生成ホロ
グラム（ＣＧＨ）を計算及び符号化することは、従来技術と比較して以下の利点を有する
：
　－シーンのホログラフィック再構成におけるスペックルパターンの発生が広く抑制され
る。
【００２６】
　－各物点は、計算において一度だけ使用される。
【００２７】
　－順次表現を特徴とする実施形態において、順次計算及び表示する必要のある単一ホロ
グラムが少ない。
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【００２８】
　－計算能力及び速度に対する要求が軽減される。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
　添付の図面に関連して、実施形態を使用して本発明を以下に更に詳細に説明する。
【図１】それ以上別個の点として分解されない２つの物点に対するエアリー関数の振幅曲
線を示す図である。
【図２】弱め合う干渉及び強め合う干渉に対する計算された強度、並びにこれら物点のイ
ンコヒーレントな重畳に対する計算された強度を示す図である。
【図３】図１及び図２に従う物点距離を使用して、ランダム位相を用いて計算された物点
の平面シーンの再構成のシミュレーションを示す図である。
【図４】図２の２つの物点間の４倍の距離に対する類似の重畳を示す図である。
【図５】図４に従う物点距離を使用して、ランダム位相を用いて計算された物点の平面シ
ーンの再構成のシミュレーションを示す図である。
【図６】１６個の個別の再構成が生成され且つインコヒーレントに重畳された再構成のシ
ミュレーションを示す図である。
【図７】本発明に係るホログラフィックディスプレイの主要な構成要素を示す概略図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明に係るホログラフィック再構成装置は、少なくとも１つの光変調器手段、１つの
再構成手段及び１つの光源手段を具備する。これらは別個のユニットであってもよく、又
は１つのユニットに組み合わされてもよい。更に、計算を実行し且つソフトウェア手段を
使用してホログラフィック再構成装置内での処理を協調するための複数の格納手段及び計
算ユニットを具備するシステム制御器手段が提供される。シーン全体を代表する２つの物
点の例を主に用いて、本発明に係る処理を説明する。
【００３１】
　上述のように、光源手段により放射されたコヒーレント光の回折により、干渉極大及び
干渉極小の外乱がシーンの個々の物点の間に発生する。観察者はスペックルパターンとし
て周知である粒状構造の外乱としてそれらを知覚する。本発明はスペックルパターンを除
去する。本発明において、シーンの再構成の可視解像度は、眼の分解能力、再構成手段の
結像特性又は光変調器手段の分解能に適応される。この点において、シーンの物点は２つ
の基準を満たす必要があり、実施形態の説明においてそれらを更に詳細に説明する。
【００３２】
　観察者は自身の眼の瞳孔を用いて再構成を見る。瞳孔は回折限界開口の関数を有する。
眼の瞳孔などの円形開口の場合、一般に、眼の分解能力及び物点の振幅曲線はエアリー関
数
　2*j1(r-r0)/(r-r0)
により説明される。式中、r0＝(x0,y0)は物点の座標であり、r-r0はシーンのセクション
層におけるこの座標までの距離であり、j1はベッセル関数である。他の制限要因が再構成
手段により与えられないと仮定すると、観察者はエアリーディスクとして物点を知覚する
。このエアリーディスクは、Bd＝1.22λD/dpの直径を有する。式中、Dは実際の眼の位置
の平面と各セクション層との間の距離であり、λは光の波長であり、dpは眼の瞳孔の直径
である。位置r0a及びr0bに位置する２つの物点の相互距離がr0b＝r0a≧1.22λD/dpの場合
、それらは別個の点として分解可能である。その場合、一方の物点に対する関数J1(r-r0a
)/(r-r0a)の最大値は、他方の物点に対する関数J2(r-r0b)/(r-r0b)の第１の最小値と一致
する。
【００３３】
　図１は、1.0λD/dpの距離に位置する２つの物点の振幅曲線を示す。振幅は明確に重な
り合い、２つの点は観察者の眼により別個の点として分解されない。２つの物点のエアリ
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ーディスクが互いに対して近接に位置し且つ重なり合う場合、２つの物点の相対位相は、
結果として得られるこれら物点のコヒーレントな再構成に実質的な影響を及ぼす。従って
、顕著な強度極大が強め合う干渉と共に発生し、顕著な強度極小が弱め合う干渉と共に発
生する。
【００３４】
　図２は、弱め合う干渉及び強め合う干渉に対する計算された強度、並びに１つの位置に
おける図１の物点のインコヒーレントな重畳に対する計算された強度を示す。インコヒー
レントな重畳は、平面シーンに対する期待値とおおよそ一致する。互いに隣接する物点に
対して上記の距離を有する格子内の３つ以上の物点がとられる場合、これら物点の生成さ
れる再構成はほぼ一定の強度を有する連続平面を形成する。コヒーレントな重畳の一般例
において、強度は、２つの物点の相対位相に依存して弱め合う干渉及び強め合う干渉の極
端な例の間のどこかに存在する。その反対に、複数の物点のコヒーレントな重畳による干
渉は、スペックルパターンを発生させる場合がある。図７を参照すると、観察者は、観察
者ウィンドウＶＷとも呼ばれる可視領域内に存在する眼の位置ＡＰからシーンの再構成を
見る。通常、この観察者ウィンドウＶＷは眼の瞳孔より若干大きい。異なる物点ＯＰから
観察者ウィンドウＶＷまでの光の光路長の違いは、発生する干渉の種類に関係する。しか
し、この光路長の違いは、観察者ウィンドウＶＷ内の眼の瞳孔の位置に依存して変動する
。そのため、眼が観察者ウィンドウＶＷ内で移動すると異なる干渉が発生することがある
。極端な場合、干渉の種類は強め合う干渉から弱め合う干渉に又はその逆に変化すること
がある。ここで、観察者が観察者ウィンドウＶＷ内の任意の眼の位置ＡＰから高品質で再
構成を観察できるようにするためには、強め合う干渉と弱め合う干渉との間の差が極僅か
である必要がある。
【００３５】
　図３は、図１及び図２に従う物点距離を使用して、ランダム位相を用いて計算された物
点の平面シーン、すなわち２次元構成の再構成のシミュレーションを示す。この結果、均
一に明るい表面の代わりに、スペックルパターンの外乱が見られる。このスペックルパタ
ーンは、２つの物点の干渉により引き起こされる。観察者が観察者ウィンドウ内で移動し
た場合、スペックルパターンの外観は変化する。
【００３６】
　スペックルパターンの外乱がなく均一に明るく照明された表面を実現するためには、シ
ーンの再構成の可視解像度が眼の分解能力、あるいは例えば再構成手段の分解能又は結像
特性のいずれかに適応される必要がある。
【００３７】
　異なる物点のエアリーディスクがある特定の距離に位置する場合、より小さい第２の極
大のみが干渉する。その結果、弱め合う干渉と強め合う干渉との間又は物点のエアリーデ
ィスクのインコヒーレントな重畳の間には僅かな差しかない。
【００３８】
　物点のグループを形成するために充分に離れた距離に位置する２つの隣接する物点が選
択される場合、スペックルパターンは更に減少される。そこで、図４は、２つの物点間の
４倍の距離、すなわちr0a－r0b＝4.0λD/dpに対する強度の重畳を示す。図４において、
強め合う干渉及び弱め合う干渉に対する強度値、並びに２つの物点のインコヒーレントな
重畳に対する強度値は殆ど差を示さない。従って、２つの物点は再構成において明確に別
個の２つの点として知覚される。
【００３９】
　図５は、図４に従う物点距離を使用して、ランダム位相を用いて計算された物点の２次
元構成の再構成のシミュレーションを示す。物点は個別の点として明確に分解される。物
点間の相互距離がより大きいため、スペックルパターンは発生しない。
【００４０】
　しかし、図５に示すような単一ホログラムでは連続表面が表示されない。図５に示すよ
うな物点距離を用いるが、物点を移動した複数の再構成の重畳が必要である。この移動の
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ために、物点の２次元構成は、最初に図１に示すように1.0λD/dpの距離を用いて使用さ
れる。これら物点は、図４に示すように4.0λD/dpの最小距離を有するように異なる物点
のグループに割り当てられる。その後、ホログラムは各物点のグループから計算され、光
変調器手段上で符号化される。
【００４１】
　図６の写真は、１６個の個別の再構成が１６個の単一ホログラムに基づいて生成され且
つインコヒーレントに重畳された再構成のシミュレーションを示す。図５に示すホログラ
ムがこのシミュレーションに使用された。このため、格子は、セクション層を表す範囲に
対して、水平方向及び垂直方向の双方において1.0λD/dpのピッチを有する物点に対して
規定された。物点は１６個の物点のグループを形成するために組み合わされた。物点のグ
ループにおいて、物点は、水平方向及び垂直方向の双方において4.0λD/dpの最小距離を
有する。１６個のホログラムは、これら１６個の物点のグループに基づいて計算された。
１６個のホログラム全ての再構成が、それらの強度に関してインコヒーレントに重畳され
た。これは、合成強度を取得するために個々の再構成の強度が加算されたことを意味する
。その結果、均一な輝度で照明され且つ図３より実質的に少ないスペックルパターンを示
す再構成平面が得られる。
【００４２】
　図７の概略図は、本発明に係るホログラフィックディスプレイの主要な構成要素を直視
型ディスプレイの形態で示す。この図において、ＬＱは光源手段であり、ＲＭは再構成手
段であり、ＳＬＭは光変調器手段であり、ＳＭはシステム制御器手段であり、ＳＥは物点
ＯＰを有する複数のセクション層のうちの１つであり、ＶＷは観察者ウィンドウであり、
ＡＰは観察者ウィンドウＶＷ内の眼の位置である。セクション層は観察者ウィンドウＶＷ
から距離Ｄの位置にあり、眼の瞳孔は直径dpを有するものとして示される。観察者が眼の
位置ＡＰから再構成シーンを見る再構成空間は、観察者ウィンドウＶＷからＳＬＭまで広
がる。２つの物点は、セクション層において互いに対して非常近接して描かれているため
、観察者により別個の点として分解されない。他の２つの物点はより大きな相互距離に位
置し、双方は１つの物点のグループに属する。
【００４３】
　複数の実施形態を使用して、本発明を以下に詳細に説明する。本発明の第１の実施形態
において、シーンの再構成の可視解像度が観察者の眼の分解能力に適応される方法を示す
。第１の処理ステップにおいて、システム制御器手段は、シーンのセクション層内の水平
列及び垂直列の交差点の格子を規定する。格子のピッチは観察者の実際の眼の位置に依存
する。固定距離がその眼の位置とセクション層との間に与えられる。その場合、観察者は
固定位置に位置する必要がある。あるいは、距離は位置ファインダにより検出される。更
に、観察者の眼の瞳孔の大きさは計算のために既知である必要がある。このため、眼の瞳
孔の標準的な直径が処理に使用されるか、あるいは眼の瞳孔の実際の直径が位置ファイン
ダ又は専用センサにより検出されて格納手段に格納される。眼の瞳孔の実際の大きさを判
定するために使用可能な別の装置は、センサが再構成されるシーンの実際の輝度値又は再
構成空間内の周辺光の実際の輝度値を検出し、計算ユニットにこの値を送信するように設
計される。計算ユニットはその情報から瞳孔の大きさを計算する。次に、個々のＣＧＨを
計算できるようにするため、各セクション層の格子のピッチ及び物点間の最小距離は、シ
ステム制御器手段によりこの値に適応される。
【００４４】
　シーンの各セクション層から眼の位置までの距離及び眼の瞳孔の直径に基づいて、シス
テム制御器手段の構成要素である計算ユニットは、眼の分解能力より大きい物点密度を計
算する。この物点密度に基づいて、システム制御器手段は各セクション層内の隣接する物
点のピッチを規定する。いずれの方向においても、格子列は平行であり且つ互いに対して
同一距離を有する。しかし、個々のセクション層と観察者の眼の位置との間の距離が異な
るため、ピッチは個々のセクション層で異なる。
【００４５】
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　１つのセクション層の隣接する格子位置における物点は、眼からこのセクション層まで
の規定の軸方向距離に関して、水平方向及び垂直方向の双方において別個の点として分解
されないような横方向距離を有する。この場合、複数の隣接する点は連続平面として知覚
される。従って、本発明の第１の基準は物点密度に関して満たされる。再構成される物点
に対する特性情報は、システム制御器手段の格納手段内のデータ記録に格納され、ソフト
ウェア手段はそこから特性情報を検索できる。
【００４６】
　第２の処理ステップにおいて、再構成において明確に別個の物点を見られるようにする
ために、本発明の第２の基準に従って物点密度を減少する必要がある。従って、格納デー
タによるとセクション層までの規定の軸方向距離に位置する観察者により別個の点として
明確に知覚される相互距離を有する当該セクション層の物点は、物点のグループを形成す
るために組み合わされる。
【００４７】
　本発明に係る装置において、計算機生成ホログラム（ＣＧＨ）は物点のグループ毎に計
算され、更なる処理ステップにおいて光源手段により放射されるコヒーレント光により照
明される光変調器手段上で符号化される。光変調器手段は、入射するコヒーレント光の波
面の変調のために、制御可能な素子、例えば規則的に配置された画素を具備する。１次元
符号化の場合は、例えば２つ、３つ又は４つの物点のグループが形成され、２次元符号化
の場合は、例えば４つ、９つ又は１６個の物点のグループが形成され、対応するホログラ
ムが計算される。生成される個別の再構成の数は対応して多くなる。
【００４８】
　ホログラフィック装置の再構成手段は、各物点のグループの個々の再構成を生成する。
システム制御器手段が再構成をインコヒーレントに重畳するため、シーンの単一のホログ
ラフィック再構成は、観察者の実際の眼の位置の平面において可視になる。
【００４９】
　眼の位置における個々の再構成のインコヒーレントな重畳は順次実行可能である。個々
の再構成は高速で重畳されるため、観察者の眼は、個々の再構成の強度の和にわたり再構
成の強度を時間的に平均化する。あるいは、個々の再構成のインコヒーレントな重畳は同
時に実行され、その場合、複数の光変調器及び複数の再構成手段は複数の再構成を同時に
生成し、観察者の眼の位置においてそれらをインコヒーレントに重畳する。上述の２つの
基準を満たすシーンの物点は、再構成される際にスペックルパターンを全くか又は殆ど示
さない。いずれの場合においても、観察者は、実際の眼の位置からスペックルが殆どない
状態でシーン全体の平均化された再構成を見る。
【００５０】
　本発明の第２の実施形態において、シーンの再構成の可視解像度は再構成手段の分解能
に適応される。これは、眼の瞳孔の影響の代わりに、光学再構成系の瞳孔の影響又はその
結像品質が考慮されることを意味する。この場合、光学再構成系は再構成手段の構成要素
である。例えば、光源の空間範囲、ＳＬＭ上で符号化された値の非理想的表現又は光学再
構成系における収差が原因となって、個々の物点が拡大されて再構成される場合もある。
その場合、物点の可視解像度は眼の瞳孔の回折限界サイズにより規定されない。そのよう
な場合、再構成装置全体により実際に再構成される物点が単に別個の点としてではなく連
続表面として知覚されるように最初の物点密度を選択する必要がある。
【００５１】
　このため、例えば、ホログラフィック再構成のために設けられた光学再構成系を有する
ＳＬＭまでの様々な距離における単一の物点の再構成に対する少なくとも１つの測定曲線
は、１つの処理ステップにおいて確立され且つ格納手段に格納される。オプションとして
、物点の特徴を示し且つその測定曲線から計算されるパラメータが格納手段に格納されて
もよい。システム制御器手段は、その測定曲線の幅及び長さに基づいて物点密度を判定し
、観察者の実際の眼の位置に依存してシーンの物点に対する格子を規定する。第１の実施
形態に対して前述したように、次に物点密度を減少する必要がある。このため、規定の相
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するために組み合わされる。光変調器手段上での符号化及び個々の物点のグループの再構
成は、本発明の第１の実施形態に対して説明した処理と同様に実行されるが、再構成手段
の結像品質を考慮して実行される。本実施形態の特定の変形において、ＳＬＭから様々な
距離にある物点の再構成に対する測定曲線は、再構成装置の特性のシミュレーションによ
り置き換えられる。
【００５２】
　本発明の第３の実施形態によると、シーンの再構成の可視解像度は光変調器手段の分解
能に適応可能である。シーンの再構成は観察者ウィンドウ内の眼の位置から可視である。
観察者ウィンドウの大きさは、光変調器手段の分解能に依存する：
　VW_h,v＝Dλ/p_h,v
式中、Ｄは観察者の眼と光変調器手段との間の距離であり、λは波長であり、p_h,vは画
素ピッチ、すなわち水平（h）方向又は垂直（v）方向における２つの画素間の距離である
。２つの画素は複素値数が符号化される光変調器手段の制御可能な素子である。一般に、
観察者ウィンドウは矩形形状を有する。観察者ウィンドウが水平方向又は垂直方向のいず
れか又は双方において眼の瞳孔の直径dpより小さい場合、シーンの可視解像度は、眼の瞳
孔の分解能力ではなく観察者ウィンドウの範囲により判定される。観察者ウィンドウが双
方の寸法において眼の瞳孔の直径より小さい場合、２つのsinc関数の積がエアリー関数の
代わりに使用される。例えば：
　sinc(Dλ/vw_h)sinc(Dλ/vw_v)
　その場合、本発明に係る装置及び対応する方法は、その解像度に一致するように同様に
変更される必要がある。
【００５３】
　本発明の第４の実施形態において、ホログラムとしてカラーシーンを再構成する装置及
び方法が提供される。カラーシーンは、システム制御器手段内のソフトウェア手段により
提供された色の異なる成分に分割される。シーンのカラー再構成は光の異なる波長の少な
くとも２つの単色再構成から生成される。物点へのシーンの分割、物点のグループを形成
するための物点の組み合わせ、並びに単色ＣＧＨの計算及び符号化は、本発明の第１の実
施形態の説明に従って色成分毎に別個に実行される。
【００５４】
　再構成処理を実行できるようにするために、計算ユニットは、物点のデータ記録におい
て使用される原色の波長毎に物点のグループに対して異なる格子ピッチ及び異なる最小距
離を規定する。計算及び処理を簡略化するために、本処理ステップの変形によると、物点
のデータ記録において計算ユニットにより同一の格子ピッチが３原色の波長毎に規定され
且つ同一の最小距離が物点のグループに対して規定される。このために、第１の基準とし
て、シーンの物点のピッチは、使用される原色の波長に対して物点がそれ以上別個の点と
して分解されないように、計算ユニットにより小さく規定されることが好ましい。物点の
グループ内の物点間の距離が計算ユニットにより大きく規定されるため、３原色の波長に
対して物点が別個の点として分解される場合、処理の第２の基準が満たされる。カラーシ
ーンの再構成の解像度が、例えば眼の分解能力に適応されるため、シーンの再構成におい
てスペックルパターンの数の減少が達成される。本発明に係るホログラフィック再構成装
置は、透過型又は反射型ホログラフィックディプレイの形態で設計可能であり、１人の観
察者又は複数の観察者に対応できる。
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